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空き家問題の解消に向けた対策に関する意見書 

総務省が実施している住宅・土地統計調査によると、総住宅数は、昭和43年に総世帯数

を上回り、その後も総世帯数の増加を上回る勢いで増え続けている。 

これに伴い空き家も、一貫して増加を続け、平成20年の調査時においては757万戸となり、

総住宅数に占める空き家の割合は13.1％と、ほぼ７戸に１戸が空き家となっている。今後、

少子化により、我が国の人口が減少を続けることで、世帯数も減少に転じることが予測さ

れており、空き家の増加はさらに加速することが見込まれる。 

一方、空き家におけるゴミの不法投棄や火災・台風による空き家の損壊等が各地で発生

しており、空き家の存在が衛生及び防犯・防災上の観点から大きな問題になっている。特

に人が長期間居住していない空き家は、老朽化の進行が著しく、首都直下地震などの発生

時に、倒壊によって避難路を閉塞するなど人的被害を拡大させる恐れすらある。 

現在、建築基準法や消防法において、著しく危険な物件については、所有者、管理者等

に除却・その他の措置を命ずることが可能であり、履行されない場合は行政代執行法に基

づく措置をとることができると規定されている。しかし、「著しく危険」の範囲が不明瞭

であるうえに、代執行までの手続きが具体的に定められておらず、増加し続ける空き家の
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対策として実効性のあるものにはなっていないのが実情である。 

よって、本区議会は国会及び政府に対し、老朽化して危険な空き家の除却及び活用可能

な空き家の再利用を促進するため、財政等を含めた支援により、所有者・取得者及び地方

公共団体の費用負担の軽減を図るとともに、関連法令の改正等により、所有者に対する適

正管理の義務づけや地方公共団体による指導等の権限の強化を図るなど、総合的な施策体

系を確立するよう強く求めるものである。 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 


